
　
熊
本
県
林
業
研
究
指
導
所
で
は

６
月
よ
り「
立
田
山
森
林
教
室
」を

実
施
し
ま
す
。教
室
で
は
、
様
々
な

体
験
を
通
じ
て
、森
林
の
働
き
、林

業
の
役
割
を
学
ぶ
も
の
で
す
。教
室

は
年
８
回
（
植
物
観
察
・
き
の
こ

観
察
・
昆
虫
観
察
・
木
工
体
験
・

炭
焼
き
体
験
等
）
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。（※

先
着
20
組
）

○
問
い
合
わ
せ
先

　

  

熊
本
県
林
業
研
究
指
導
所

　
企
画
指
導
部

☎
０
９
６‐

３
３
９‐

２
２
２
２

　
不
動
産
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
く
た
め
、㈳
熊
本
県
不
動

産
鑑
定
士
協
会
主
催
に
よ
り
「
不

動
産
鑑
定
巡
回
無
料
相
談
会
」
が

実
施
さ
れ
ま
す
。不
動
産
（
土
地
・

家
屋
）
の
価
格
や
賃
料
な
ど
不
動

産
全
般
に
お
い
て
、専
門
家
に
相
談

で
き
る
よ
い
機
会
で
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
不
動
産
鑑
定
士
２
名
で
対
応
い

　
た
し
ま
す
。

○
日
時　

 

　
６
月
23
日（
木
）

　
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

○
場
所　

　
阿
蘇
市
役
所
本
庁
ロ
ビ
ー

○
問
い
合
わ
せ
先

　
㈳
熊
本
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

☎
０
９
６‐

３
８
５‐

５
０
２
０

　
市
役
所
税
務
課
資
産
税
係

☎
２
２‐

３
１
４
８

　
県
で
は
、
昨
年
度
か
ら
阿
蘇
地

域
振
興
局
総
務
振
興
課
内
に「
ジ
ョ

ブ
カ
フ
ェ
・
阿
蘇
ブ
ラ
ン
チ
」
を
設

置
し
て
お
り
ま
す
。就
職
に
関
す
る

ご
相
談
に
つ
い
て
、
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

○
利
用
で
き
る
方

・ 

お
お
む
ね
35
歳
未
満
の
方
又
は

　
保
護
者
の
方

・ 

学
校
の
進
路
指
導
担
当
の
先

　
生
方

○
お
手
伝
い
の
内
容

・
就
職
に
関
す
る
相
談　

・
出
前
相
談　

・
求
人
に
関
す
る
情
報
提
供

・
求
人
の
開
拓　

・
職
業
適
性
診
断　

○
相
談
時
間

　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

　
（
月
曜
〜
金
曜
）　

○
問
い
合
わ
せ
先

　
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
阿
蘇
ブ
ラ
ン
チ

☎
２
２‐

８
１
７
８

　
熊
本
県
福
祉
総
合
相
談
所
で
は
、

県
内
の
各
地
域
で
身
体
障
が
い
者

（
児
）
の
方
の
相
談
会
を
実
施
し
て

い
ま
す
。阿
蘇
市
で
は
次
の
と
お
り

実
施
さ
れ
ま
す
。

○
相
談
内
容

・ 

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
に

　
関
す
る
相
談

・ 

補
装
具
に
関
す
る
相
談
及
び
判

　
定（
肢
体
不
自
由
関
係
）

○
医
学
的
診
査
科
目　
肢
体
不
自
由

○
日
時　
７
月
14
日（
木
）

　
受
付
：
正
午
か
ら
午
後
２
時
ま
で

　
診
査
時
間 

： 

午
後
１
時
か
ら

○
場
所　

　
阿
蘇
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

※

相
談
を
受
け
る
に
は
予
約
が
必

　
要
で
す
。７
月
７
日（
木
）ま
で
に

　
左
記
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
申
込
先

　

 

阿
蘇
市
健
康
福
祉
課
総
合
福
祉
係

☎
２
２‐

３
１
６
７

○
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
県
福
祉
総
合
相
談
所　

☎
０
９
６‐

３
８
１‐

４
４
６
１

立
田
山
森
林
教
室

　
　
　
　受
講
者
募
集

不
動
産
の
無
料
相
談
会

若
い
方
の
お
仕
事
探
し
を

お
手
伝
い
し
ま
す
。

身
体
障
が
い
者（
児
）

　
　
　
　巡
回
相
談
会

『住宅用火災警報器』
設置が義務付けられました！

● 

平
成
23
年
６
月
１
日
か
ら
全
て
の
住
宅
の

　

寝
室
・
階
段
等
に
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

　

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。警
報
器
の

　

設
置
に
よ
り
命
が
助
か
っ
た
事
例
も
多
数
報

　

告
さ
れ
て
い
ま
す
。

● 

お
近
く
の
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
電
気
店
、
ガ

　
ス
事
業
者
か
ら
も
購
入
で
き
ま
す
。

　

悪
質
な
訪
問
販
売
に
ご
注
意
を
！

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

阿
蘇
市
総
務
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３
１
１
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